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国の第４次食育推進基本計画の動向について 

 

 

１ 国の第４次食育推進基本計画の作成に向けた進め方（案）     【資料２－１】 

 

 

 

２ 国の第１次から第３次食育推進基本計画の概要          【資料２－２】 

（１）コンセプト 

・第２次食育推進基本計画 「周知」から「実践」へ 

・第３次食育推進基本計画 「実践の環を広げよう」 

 

（２）構造                           【資料２－３】 

第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．重点課題 

２．基本的な取組方針 

第２ 食育の推進の目標に関する事項 

第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

 

（３）第３次食育推進基本計画における数値目標の達成状況     【資料２－４】 

 

 

 

３ 国の第４次食育推進基本計画における方向性 

（１）平成 31年４月１日 食育推進評価専門委員会 

「第３次食育推進基本計画フォローアップ  中間取りまとめ」 【資料２－５】 

 

（２）令和 2年 3月 25日 令和元年度第 3回 食育推進評価専門委員会 

「第４次食育推進基本計画作成に向けた主な論点」       【資料２－６】 
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【国】第４次食育推進基本計画の作成に向けた進め方（案） 

 

＜今回＞         ＜前回＞ 

 第４次基本計画 

（見込み） 

第３次基本計画 

（実績） 

 

＜第４年度（R 元年度）＞ 

現基本計画の進捗状況及び

次期基本計画作成に向けた

主な論点 

 

 

R 元（2019）年度 

2020・３ 

 

H26（2014）年度 

H27（2015）・３ 

 

＜第５年度（R２年度）＞ 

 

重点課題決定の考え方 

 

基本計画骨子（案） 

 

基本計画（案） 

 

パブリック・コメント 

 

 

基本計画（案）  

 

基本計画の決定  

（食育推進会議） 

 

R２（2020）年度 

 

R２（2020）・７ 

   →8/18（予定） 

R２（2020）・９ 

 

R２（2020）・12  

 

R２（2020）・12 

～R３（2021）・１ 

 

R３（2021）・１  

 

R３（2021）・３ 

 

 

H27（2015）年度 

 

H27（2015）・６ 

 

H27（2015）・８ 

 

H27（2015）・12 

 

H27（2015）・12 

～H28（2016）・１ 

 

H28（2016）・２  

 

H28（2016）・３ 

 



第３次食育推進基本計画（概要）

■ （コンセプト）「実践の環を広げよう」
■ 「第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」に５つの「重点課題」を掲げる
① 若い世代を中心とした食育の推進
② 多様な暮らしに対応した食育の推進
③ 健康寿命の延伸につながる食育の推進
④ 食の循環や環境を意識した食育の推進
⑤ 食文化の継承に向けた食育の推進

【第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針】
１．重点課題 (1)若い世代を中心とした食育の推進 (2)多様な暮らしに対応した食育の推進

(3)健康寿命の延伸につながる食育の推進 (4)食の循環や環境を意識した食育の推進
(5)食文化の継承に向けた食育の推進

２．基本的な取組方針 (1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
(2)食に関する感謝の念と理解
(3)食育推進運動の展開
(4)子供の食育における保護者、教育関係者等の役割
(5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践
(6)我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料
自給率の向上への貢献

(7)食品の安全性の確保等における食育の役割

【第２ 食育の推進の目標に関する事項】（目標値：平成32年度までの達成を目指すもの）
１．食育に関心を持っている国民の割合の増加 《現状値》75%⇒《目標値》90%以上
２．朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加《現状値》週平均9.7回⇒《目標値》11回以上
３．地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加《現状値》64.6%⇒《目標値》70%以上
４．朝食を欠食する国民の割合の減少 《現状値》子供4.4%⇒《目標値》0％

《現状値》20歳代～30歳代男性24.7%⇒《目標値》15.0以下
５．中学校における学校給食の実施率の増加《現状値》87.5%⇒《目標値》90%以上
６．学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 《現状値》地場産物を使用26.9%⇒《目標値》30%以上

《現状値》国産食材を使用77.3%⇒《目標値》80%以上
７．栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の割合の増加 《現状値》国民5７.７%⇒《目標値》７0%以上

《現状値》若い世代43.2%⇒《目標値》55%以上
８．生活習慣病の予防や改善のためにふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践している国民の
割合の増加 《現状値》国民69.4%⇒《目標値》75%以上

９．ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の増加 《現状値》49.2%⇒《目標値》55%以上
10．食育の推進に関わるボランティアの数の増加 《現状値》34.4万人⇒《目標値》37万人以上

11．農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 《現状値》36.2%⇒《目標値》40%以上
12．食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の増加 《現状値67.4%⇒《目標値》80%以上
13．地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合の増加

《現状値》41.6%⇒《目標値》50%以上
《現状値》若い世代49.3%⇒《目標値》60%以上

14．食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合の増加
《現状値》国民72.0⇒《目標値》80%以上

《現状値》若い世代56.8%⇒《目標値》65%以上
15．推進計画を作成・実施している市町村の増加《現状値》76.7%⇒《目標値》100%

○ 食育基本法（平成17年６月17日法律第63号）第16条に基づき、「食育の推進に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るため」に、食育推進会議(関係閣僚、 民間有識者で構成）が作成

○ 平成18年３月に最初の計画を作成（平成18年度から22年度まで）し、第３次では平成28年度から32年度ま
での５年間について定める

○第３次計画のポイント

○第３次計画の概要
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【第３ 食育の総合的な促進に関する事項】
１．家庭における食育の推進
２．学校、保育所等における食育の推進
３．地域における食育の推進（「「食育ガイド」等の活用促進」、「健康寿命の延伸につながる食育推進」、「歯科保健活動に
おける食 育推進」、「栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進」、「貧困の状況にある子供に対する食育推
進」、「若い世代に対する食育推進」、「高齢者に対する食育推進」、「食品関連事業者等における食育推進」、「専門的知
識を有する人材の養成・活用」）
４．食育推進運動の展開
５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
６．食文化の継承のための活動への支援等
７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

【第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】
１．多様な関係者の連携・協働の強化
２．地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進
３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
４．積極進捗状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用
５．基本計画の見直し

- 4 -



国　第三次（H28～R2） 国　第二次（H23～Ｈ27） 国　第一次（H18～H22）

①食をめぐる現状 ①食をめぐる現状 ①食をめぐる現状
②これまでの取組と今後の展開 ②これまでの取組と今後の展開 ②これまでの取組と今後の展開

①若い世代を中心とした食育の推進 ①生涯にわたるライフステージに応じた間断のない食育の推進
②多様な暮らしに対応した食育の推進 ②生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
③健康寿命の延伸につながる食育の推進 ③家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進
④食の循環や環境を意識した食育の推進
⑤食文化の継承に向けた食育の推進
○子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進
○国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア
　等が 主体的かつ多様に連携・協働しながら食育の取組を推進
①国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 ①国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 ①国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
②食に関する感謝の念と理解 ②食に関する感謝の念と理解 ②食に関する感謝の念と理解
③食育推進運動の展開 ③食育推進運動の展開 ③食育推進運動の展開
④子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 ④子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 ④子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割
⑤食に関する体験活動と食育推進活動の実践 ⑤食に関する体験活動と食育推進活動の実践 ⑤食に関する体験活動と食育推進活動の実践

⑥我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の
　活性化と食料自給率の向上への貢献

⑥我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び
　農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

⑥伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の
　活性化と食料自給率の向上への貢献

⑦食品の安全性の確保等における食育の役割 ⑦食品の安全性の確保等における食育の役割 ⑦食品の安全性の確保等における食育の役割

１① 食育に関心を持っている国民の割合の増加 ①食育に関心を持っている国民の割合の増加 ①食育に関心を持っている国民の割合の増加

２② 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 ②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 -

３③ 地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加 - -

４④ 朝食を欠食する子供の割合の減少
　⑤ 朝食を欠食する若い世代の割合の減少

③朝食を欠食する国民の割合の減少 ②朝食を欠食する国民の割合の減少

５⑥ 中学校における学校給食実施率の増加
- -

６⑦ 学校給食における地場産物を使用する割合の増加
　⑧ 学校給食における国産食材を使用する割合の増加

④学校給食における国産の食材を使用する割合の増加 ③学校給食における地場産物を使用する割合の増加

７　栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の増加
　⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日 食べている
　　国民の割合の増加
　⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日 食べている
　　若い世代の割合の増加

⑤栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 ④「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合の
　増加

８　生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に
　　気をつけた食生活を実践する国民の増加
　⑪生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に
　　気をつけた食生活を実践する国民の割合の増加
　⑫食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録の増加

⑥内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な
　食事、運動等を継続的に実践している国民の割合の増加

⑤異常内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) を認知している国民
　の割合の増加

９⑬ ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の増加 ⑦よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加
-

１０⑭ 食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している 国民の
　　数の増加

⑧食育の推進に関わるボランティアの数の増加 ⑥食育の推進に関わるボランティアの数の増加

１１⑮ 農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合の増加 ⑨農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 ⑦教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増加

１２⑯ 食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の増加 - -

１３⑰ 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を 継承し、
　　　　伝えている国民の割合の増加
　　⑱ 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を 継承している
　　　　若い世代の割合の増加

- -

１４⑲ 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する 国民の割合
　　　　の増加
　　⑳ 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する 若い世代の
　　　　割合の増加

⑩食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 ⑧食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加
　60%以上

１５㉑ 推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 ⑪推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 ⑨推進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の割合

第二

　食育の推進の目標
　に関する事項

国における食育推進基本計画の変遷（１／２）
項　　　目

第一

　基本
　的な
　方針

はじめに

２．基本的な
　　取組方針

第二次計画では、「視点」の記載なし
　　取組の
　　視点

１．重点課題 第一次計画では、「重点課題」の記載なし

第一次計画では、「視点」の記載なし
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項　　　目

①家庭における食育の推進
・子供の基本的な生活習慣の形成
・望ましい食習慣や知識の習得
・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
・子供・若者の育成支援における共食等の食育推進
・「ゆう活」等のワーク・ライフ・バランス推進

・子どもの基本的な生活習慣の形成
・望ましい食習慣や知識の習得
・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
・子ども・若者の育成支援における共食等の食育推進

・生活リズムの向上
・子どもの肥満予防の推進
・望ましい食習慣や知識の習得
・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
・栄養教諭を中核とした取組
・青少年及びその保護者に対する食育推進

②学校、保育所等における食育の推進 
・食に関する指導の充実
・学校給食の充実
・食育を通じた健康状態の改善等の推進
・就学前の子供に対する食育の推進

・食に関する指導の充実
・学校給食の充実
・食育を通じた健康状態の改善等の推進
・保育所での食育推進

・指導体制の充実
・子どもへの指導内容の充実
・学校給食の充実
・食育を通じた健康状態の改善等の推進
・保育所での食育推進

③地域における食育の推進 
・「食育ガイド」等の活用促進
・健康寿命の延伸につながる食育推進
・歯科保健活動における食育推進
・栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進
・貧困の状況にある子供に対する食育推進
・若い世代に対する食育推進
・高齢者に対する食育推進
・食品関連事業者等における食育推進
・専門的知識を有する人材の養成・活用

・栄養バランスが優れた日本型食生活の実践
・「食育ガイド」（仮称）等の活用促進
・専門的知識を有する人材の養成・活用
・健康づくりや医学教育等における食育推進
・生活習慣病の予防及び改善につながる食育推進
・歯科保健活動における食育推進
・高齢者に対する食育推進
・男性に対する食育推進
・食品関連事業者等による食育推進

・栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実践
・「食生活指針」や「食事バランスガイド」の活用促進
・専門的知識を有する人材の養成・活用
・健康づくりや医学教育等における食育推進
・食品関連事業者等による食育推進

④食育推進運動の展開 
・食育に関する国民の理解の増進
・ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等
・食育推進運動の展開における連携・協働体制の確立
・食育月間及び食育の日の設定・実施
・食育推進運動に資する情報の提供

・食育推進運動展開における連携・協力体制の確立
・食育に関する国民の理解の増進
・ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等
・食育月間及び食育の日の設定・実施
・運動に資する情報の提供

・食育月間の設定・実施
・継続的な食育推進運動
・各種団体等との連携・協力体制の確立
・民間の取組に対する表彰の実施
・国民運動に資する調査研究と情報提供
・食育に関する国民の理解の増進
・ボランティア活動への支援

・農林漁業者等による食育推進
・子供を中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供
・都市と農山漁村の共生・対流の促進
・農山漁村の維持・活性化
・地産地消の推進
・食品ロス削減を目指した国民運動の展開
・バイオマス利用と食品リサイクルの推進

・都市と農山漁村の共生・対流の促進
・子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供
・農山漁村コミュニティの維持再生
・農林漁業者等による食育推進
・地産地消の推進
・バイオマス利用と食品リサイクルの推進

・都市と農山漁村の共生・対流の促進
・子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供
・農林漁業者等による食育推進
・地産地消の推進
・バイオマス利用と食品リサイクルの推進

⑥食文化の継承のための活動への支援等 
・ボランティア活動等における取組
・学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用
・専門調理師等の活用における取組
・「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組
・地域の食文化の魅力を再発見する取組
・関連情報の収集と発信

・ボランティア活動等における取組
・学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用
・専門調理師等の活用における取組
・関連情報の収集と発信

・ボランティア活動等における取組
・学校給食での郷土料理等の積極的な導入やイベントの活用
・専門調理師等の活用における取組
・関連情報の収集と発信
・知的財産立国への取組との連携

・生涯を通じた国民の取組の提示
・基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供
・リスクコミュニケーションの充実
・食品の安全性や栄養等に関する情報提供
・食品表示の適正化の推進
・地方公共団体等における取組の推進
・食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進
・国際的な情報交換等

・世代区分等に応じた国民の取組の提示
・基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供
・リスクコミュニケーションの充実
・食品の安全性や栄養等に関する情報提供
・食品表示の適正化の推進
・地方公共団体等における取組の促進
・食育の海外展開と海外調査の推進
・国際的な情報交換等

・リスクコミュニケーションの充実
・食品の安全性や栄養等に関する情報提供
・基礎的な調査・研究等の実施
・食品情報に関する制度の普及啓発
・地方公共団体等における取組の促進
・食育の海外展開と海外調査の推進
・国際的な情報交換等

第四
食育の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

①多様な関係者の連携・協力の強化

②都道府県等による推進計画の策定とこれに基づく施策の促進

③積極的な情報提供と国民の意見等の把握

④推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用

⑤基本計画の見直し

①多様な関係者の連携・協働の強化 

②地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進

③積極的な情報提供と国民の意見等の把握 

④推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 

⑤基本計画の見直し 

③世代区分等に応じた国民の取組の提示等積極的な情報提供と意見等の把握

④推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用

⑤基本計画の見直し

①多様な関係者の連携・協力の強化

国　第三次（H28～R2）

②地方公共団体における推進計画の策定等とこれに基づく施策の促進

国　第二次（H23～Ｈ27）

①家庭における食育の推進

②学校、保育所等における食育の推進

③地域における食育の推進

④食育推進運動の展開
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国における食育推進基本計画の変遷（２／２）
国　第一次（H18～H22）

①家庭における食育の推進

②学校、保育所等における食育の推進

③地域における食生活の改善のための取組の推進

第三

　食育の総合的な促進に
　関する事項

　7つの事項は食育基本法
　第19条～第25条と一致

　事項ごとに「現状と今後の
　方向性」、「取り組むべき
　施策」を記載
　本資料では施策を列挙

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

⑥食文化の継承のための活動への支援等

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

⑥食文化の継承のための活動への支援等

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

④食育推進運動の展開
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